
 

年企発０４２８第１号 

平成２９年４月２８日 

 

地方厚生（支）局保険年金（企業年金）課長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 年 金 局 

企業年金・個人年金課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について 

 

 

確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 66 号）の一部、確定拠

出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政

令（平成 29 年政令第 15 号）及び確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令（平

成 29 年厚生労働省令第 29 号）が平成 30 年１月１日より施行され、確定拠出年金に

おける掛金の納付を年単位とする措置等が講ぜられる。 

これに伴い、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」（平成

13 年９月 27 日企国発第 18 号）の別紙１について、別添のとおり一部を改正し、平成

30 年１月 1日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。 

 

写 
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確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について（平成１３年９月２７日企国発第１８号）新旧対照表 
（別紙１） 

新 旧 
承認要件等 
○（略） 
○（略）  
 

規約記載事項 規約承認事項 審査要領 
法第３条第３項（略） 

 

１～６の２（略） 

 

７．事業主掛金の額の算定

方法その他その拠出に 

関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（１）（略） 

（２）事業主掛金の拠出の

方法について、企業型掛

金拠出単位期間又は当該

期間を区分した期間（拠

出区分期間）ごとに拠出

することが定められてい

ること。  

（３）事業主掛金の拠出区

分期間については、企業

型掛金拠出単位期間につ

き１回に限り変更するこ

とができるものであるこ

と。 

（４）事業主の掛金の額は、

企業型掛金拠出単位期間

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

・拠出区分期間ごとに事業主掛金を拠

出する場合には、拠出区分期間ごと

の事業主掛金の額について規約に明

記されていること。拠出区分期間は、

月単位で区分けするものとするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

・（略） 

・（略） 

承認要件等 
○（略） 
○（略） 
 

規約記載事項 規約承認事項 審査要領 

法第３条第３項（略） 

 

１～６の２（略） 

 

７．事業主掛金の額の算定

方法に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（１）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２）事業主の掛金の額は、

政令で定める拠出限度額

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（略） 

・（略） 

別添 
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における企業型年金加入

者期間の計算の基礎とな

る期間の各月の末日にお

ける次の企業型年金加入

者の区分に応じて定める

額の合計額（拠出区分期

間ごとに拠出する場合は、

拠出することとなった日

の前月までの各月の末日

における次の企業型年金

加入者の区分に応じて定

める額の合計額から前の

拠出区分期間に係る掛金

の拠出額を控除した額）

を超えてはならないこと。 

 （拠出限度額）  

・個人型年金同時加入制

限者であって、他制度

加入者以外のもの 

五万五千円 

・個人型年金同時加入制

限者であって、他制度

加入者であるもの 

二万七千五百円 

・個人型年金同時加入可

能者であって、他制度

・（略） 

・個人型年金に同時加入することが

できる場合には、加入者が企業型年

金加入者掛金を拠出することができ

ることを企業型年金規約に定められ

ていないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を超えてはならないこと。 

 （拠出限度額）  

・個人型年金同時加入制

限者であって、他制度

加入者以外のもの 

五万五千円 

・個人年金同時加入制限

者であって、他制度加

入者であるもの 

二万七千五百円 

・個人型年金同時加入可

能者であって、他制度

加入者以外のもの 

三万五千円 

・個人型年金同時加入可

能者であって、他制度

加入者であるもの 

一万五千五百円 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（略） 

・（新設） 
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７の２ 企業型年金加入

者掛金の額の決定又は

変更の方法その他その

拠出に関する事項（企業

型年金加入者が掛金を

拠出することができる場

合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入者以外のもの       

三万五千円 

・個人型年金同時加入可

能者であって、他制度

加入者であるもの     

一万五千五百円 

 

（１）企業型年金加入者が

自ら掛金を拠出すること

ができる場合には、あら

かじめその旨及び企業型

年金加入者掛金の拠出の

方法について企業型年金

規約に定められているこ

と。 

 

 

 

 

 

（２）企業型年金加入者に

係る企業型年金加入者掛

金の額が当該企業型年金

加入者に係る事業主掛金

の額を超えないように企

業型年金加入者掛金の額

 

 

 

 

 

 

 

・加入者が、企業型年金加入者期間

の計算の基礎となる企業型掛金拠

出単位期間又は当該期間を区分し

た期間（拠出区分期間）ごとに、自

ら掛金を拠出することができること

が明記されていること。 

・企業型年金加入者掛金に係る拠出

区分期間を定める場合は、月単位で

区分けするものとし、一以上の拠出

区分期間を選択できるようにするこ

と。 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７の２ 企業型年金加入

者掛金の額の決定又は

変更の方法等に関する

事項（企業型年金加入者

が掛金を拠出すること

ができる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）企業型年金加入者が

自ら掛金を拠出すること

ができる場合には、あら

かじめその旨企業型年金

規約に定められているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）企業型年金加入者に

係る企業型年金加入者掛

金の額が当該企業型年金

加入者に係る事業主掛金

の額を超えないように企

業型年金加入者掛金の額

 

 

 

 

 

 

 

・加入者が、企業型年金加入者期間の

計算の基礎となる各月につき、自ら

掛金を拠出することができることが

明記されていること。 

 

 

・（新設） 

 

 

 

 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 
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の決定及び変更の方法が

定められていること。 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（３）企業型年金加入者掛

金の額については、各企

業型年金加入者に係る企

業型年金加入者掛金の額

が当該企業型年金加入者

に係る事業主掛金の額を

超えないように変更する

場合、その他厚生労働省

令で定める場合を除き、

企業型掛金拠出単位期間

につき１回に限り変更す

ることができるものであ

ること。 

 

 

 

 

 

 

・（削除） 

 

 

 

 

 

 

・（削除） 

 

 

 

 

・企業型年金加入者掛金の額は、以

下の場合を除いて企業型掛金拠出

単位期間につき１回に限り変更がで

きることが明記されていること。 

①～⑤（略） 

⑥企業型年金加入者がその資格を

喪失する場合において、企業型

年金加入者掛金の額をその資格

を喪失することに伴い拠出する

こととなる期間の月数に応じて

変更する場合。 

・（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の決定及び変更の方法が

定められていること。 

（３）企業型年金加入者掛

金の納付時期について定

められていること。 

（４）企業型年金加入者掛

金について、前納及び追

納することができないも

のであること。 

（５）企業型年金加入者掛

金の額については、各企

業型年金加入者に係る企

業型年金加入者掛金の額

が当該企業型年金加入者

に係る事業主掛金の額を

超えないように変更する

場合、その他厚生労働省

令で定める場合を除き、

年１回に限り変更するこ

とができるものであるこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

・企業型年金加入者掛金を拠出する加

入者は、毎月の企業型年金加入者掛

金を翌月末日までに事業主を介し

て資産管理機関に納付することが明

記されていること。 

 

 

・令第６条第４号中の「年１回」の「年」

について、実施事業所ごとに事業年

度や暦年などの記載がされており、

その年の基準となる日が定められて

いること。 

・企業型年金加入者掛金の額は、以下

の場合を除いて年１回に限り変更が

できることが明記されていること。 

 

①～⑤（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

・（略） 
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（４）企業型年金加入者掛

金の拠出区分期間につい

ては、企業型掛金拠出単

位期間につき１回に限り

変更することができるも

のであること。 

（５）事業主が企業型年金

加入者掛金を給与から控

除することができる旨定

められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）企業型年金加入者掛

金 の 額 の 決 定 又 は 変  

更の方法その他その拠出

・（略） 

 

 

 

 

 

 

 

・企業型年金加入者掛金の納付を給与

控除で行う事業主は、企業型年金加

入者掛金の納付期限日の属する月

（当該企業型年金加入者がその実

施事業所に使用されなくなったとき

の企業型年金加入者掛金について

は、その使用されなくなった月又は

翌月）の企業型年金加入者の給与か

ら控除することができる旨明記され

ていること。 

・納付期限日を延長した場合に企業型

年金加入者掛金を納付する日の属

する月の給与から当該企業型年金

加入者掛金を控除する場合は、その

旨が規約に定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（６）事業主が企業型年金

加入者掛金を給与から控

除することができる旨定

められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）企業型年金加入者掛

金 の 額 の 決 定又 は 変  

更の方法が事業主によっ

・（略） 

 

 

 

 

 

 

 

・企業型年金加入者掛金の納付を給与

控除で行う事業主は、前月分の企業

型年金加入者掛金（当該企業型年金

加入者がその実施事業所に使用さ

れなくなった場合においては、前月

分及びその月分の企業型年金加入

者掛金）を企業型年金加入者の給与

から控除することができる旨明記さ

れていること。 

 

（新設） 
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７の３～８（略） 

 

９．給付の額及びその支給

の方法に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に関する事項が事業主に

よって不当に制約される

ものでないこと。 

 

（略） 

 

（参考）～（５）（略） 

（６）老齢給付金 

①～②（略） 

③ａ～ｃ（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７の３～８（略） 

 

９．給付の額及びその支給

の方法に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て不当に制約されるもの

でないこと。 

 

 

（略） 

 

（参考）～（５）（略） 

（６）老齢給付金 

①～②（略） 

③ａ～ｃ（略） 

ｄ上記ｃに係る手続きに

ついては、平成 29 年

１月１日から 12 月 31

日までの間において、

以下の取扱いとするこ

と。 

○企業型年金加入者

であった者（２以

上の企業型運営管

理機関等又は国民

年金基金連合会

（以下「連合会」

という。）において

（確定拠出年金法

（平成１３年法律

第８８号。以下「法」

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 
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という。）第３３条

第１項の通算加入

者等の算定の基礎

となる期間を有す

る者であって、同

項各号に掲げるも

ののうち、当該老

齢年金の支給の請

求を受けた企業型

記録関連運営管理

機関等の有する同

項の通算加入者等

期間の算定の基礎

となる期間が当該

各号に定める年数

又は月数未満であ

るものに限る。以

下同じ。）は、老齢

給付金の請求をす

る企業型記録関連

運営管理機関等以

外の記録運営管理

機関等又は連合会

が発行した加入者

等期間証明書を、

当該企業型記録関
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連運営管理機関に

提出するものとす

る。 

○加入者等期間証明

には、当該老齢給

付金の支給の請求

を受けた企業型記

録関連運営管理機

関等以外の記録関

連運営管理機関等

又は連合会が発行

する場合には次に

掲げる事項を記載

すること。 

＜当該請求者に係る

記録関連業務を行

う企業型記録関連

運営管理機関等が

発行する場合＞ 

・確定拠出年金法等

の一部を改正する

法律の施行に伴う

厚生労働省関係省

令の整備等及び経

過措置に関する省

令（平成２８年厚
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１０～１１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④～⑦（略） 

（７）～（１２）（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０～１１（略） 

 

生労働省令第１５

９号。以下「平成

２８年改正省令」

という。）附則第４

条第２項第１号に

掲げる事項 

＜当該請求者に係る

記録関連業務を行

う個人型記録関連

運営管理機関又は

連合会が発行する

場合＞ 

・平成 28 年改正省令

附則第４条第２項

第２号に掲げる事

項 

○加入者等期間証明

書は、企業型年金

加入者であった者

からの請求に基づ

き発行されること。 

④～⑦（略） 

（７）～（１２）（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

（略） 
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１２．その他政令で定める

事項 

ア～イ（略） 

ウ．事業主掛金の納付

に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業主掛金の納付期

限日について定められて

いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業主掛金について、

前納及び追納することが

できないものであること。 

 

 

 

・事業主が事業主掛金を資産管理機

関に納付する期日（納付期限日）と

して、企業型掛金拠出単位期間（当

該期間を区分した期間を定めた場

合にあっては当該区分した期間）の

最後の月の翌月１日から末日までの

日（企業型年金加入者がその資格を

喪失した場合にあっては、その資格

を喪失した日から同日の属する月の

翌月末日までの日）が明記されてい

ること。 

・事業主が上記の納付期限日までに

事業主掛金を納付することが困難

である場合に納付期限日を延長す

る場合は、災害その他やむを得ない

理由があると認められる場合として

厚生労働大臣が指定する場合に納

付期限日を延長する旨及び延長後

の納付期限日が明記されているこ

と。 

 

 

 

１２．その他政令で定める

事項 

ア～イ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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エ．企業型年金加入者

掛金の納付に関する

事項（企業型年金加

入者が掛金を拠出す

ることができる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ～ク（略） 

（１）企業型年金加入者掛

金の納付期限日について

定められていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）企業型年金加入者掛

金について、前納及び追

納することができないも

のであること。 

（略） 

・企業型年金加入者が企業型年金加

入者掛金を事業主を介して資産管

理機関に納付する期日（納付期限

日）として、企業型掛金拠出単位期

間（当該期間を区分した期間を定め

た場合にあっては当該区分した期

間）の最後の月の翌月１日から末日

までの日（企業型年金加入者がその

資格を喪失した場合にあっては、そ

の資格を喪失した日から同日の属す

る月の翌月末日までの日）が明記さ

れていること。 

・企業型年金加入者が上記の納付期

限日までに企業型年金加入者掛金

を納付することが困難である場合に

納付期限日を延長する場合は、災害

その他やむを得ない理由があると認

められる場合として厚生労働大臣が

指定する場合に納付期限日を延長

する旨及び延長後の納付期限日が

明記されていること。 

 

 

 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ～カ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 



 12

   

 

   

 

 
 
 


